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山県市立高富中学校 「防災研修」 １月18日

当時の写真やお話を聞き、災害に遭った方々の
ことを思うと心が痛みました。学ぶことがたくさ
んありました。ただ悲しみに打ちひしがれるだけ
ではなく、災害はなくならないので、どうすべき
かということを普段から意識して考えていかねば
ならないと感じました。中学生の息子にも、この
研修が自分のものとして考えていってもらえたら
と強く感じました。（抜粋）

私の家は、災害危険区域にあるため「有事の際
は、ここへ行くんだよ」「防災グッズは、ここに
置いてあるよ」と伝えています。自分でできるこ
と、家庭でできることは、少しでもやるべきと
思っています。（抜粋）

学校行事参加型＋ 講演会型＋ わが家の約束運動

参加保護者の感想

高富中学校PTAでは、生徒が学校で行って
いる「命を守る訓練」を受け、家庭でも災害
発生時の避難行動や災害への備えについて家
族で話し合うことが大切であるという考えの
もと、冬休みの間に、その場を設けていただ
くことを計画しました。
家族みんなで考え、話し合うことが家族の

「絆」を一層強めることになると捉え、県で
推進している「話そう！語ろう！わが家の約
束」運動と絡め、左の取組表を使い、各家庭
で防災会議を実施してもらいました。
取組表の裏面には、防災会議を円滑に進め

るための資料も添えてあります。
家庭での防災会議を済ませ、日を置かず防

災研修を行うことで、家族での話し合いが十
分であったかの確認にもなったのではないか
と考えます。

9月16日 「命を守る訓練」
大地震発生時の避難所で想定される「災害用ト

イレ・備蓄倉庫・応急処置」についての体験活動
を実施。

１月1８日 「防災研修」（生徒・保護者）
講話：「東日本大震災 そのとき」
講師：各務原市の社会教育指導員 鷲見 隆司 氏
鷲見氏は、東日本大震災後、岐阜県からの派遣

教員として宮城県東松島市にある矢本東小学校で約１年
間勤務され、被災した子どもたちの心のサポートに尽力
されました。現在も毎年現地を訪れ、当時の子どもたち
やその家族の方との交流を続けられています。
矢本東小学校は、海岸から約３ｋｍのところにあり、

学校から南へ１００ｍのラインで津波は止まりましたが、
親への引き渡しを終えた児童2名が津波の犠牲となって
います。

新型コロナ感染
症第８波の拡大
により、放送で
の講話に。
保護者は会議室
での視聴となり
ました。



岐阜県では「きちんとぼうさい」、内閣府は「みんなで減災」という啓発冊子を作
成し、大規模な自然災害に備える手立てを示しています。また、各市町でも「防災に
関わる冊子」等を作成していますので、これらの活用も考えてみてください！

局地的な大雨と洪水、火山の噴火、大きな地震など、自然災害による被害が昨年も多く起きました。
園や学校では「命を守る訓練」を定期的に行い、いざというときのために備えています。保護者のみな
さんも、職場等で同様の訓練を行ってみえることでしょう。ところで、ご家庭ではどうでしょうか。自
然災害は、いつ・どこで遭遇するかはわかりませんが、生活時間が長い家庭で遭う確率が一番高いはず
です。被害を小さく抑えるための手立てや、ライフラインが寸断された時への準備、家族が離れて災害
に遭った時の集合場所や避難場所、連絡方法の確認など、家族みんなで相談して決めたり、準備したり
しておくことが、家族の命を守るうえでとても大切になります。
大きな災害が発生したとき、「自助・共助・公助」のうち、「公助」を期待することは難しい状況に

なります。「自分の命は自分で守る」「家族の命は家族で守る」ということが基本になります。
「備えあれば憂いなし」の言葉に従い、家族の絆を深めるため安全を確保するために、家族で防災会議
を開いてみましょう。
・家の中にある家具が全て転倒、落下したときのセーフティースペースを確認してみましょう。
・最低３日間、救助が来ないものとして、必要な食料や物品等をリストアップしてみましょう。
・避難場所として有効な場所を洗い出してみましょう。
防災会議を行ったら、家族で協力して次の行動を行いましょう。
・家具の固定 ・非常用物品（食料を含む）の買い出しと保管 ・避難場所とそこへの経路の下見

家庭教育プログラム(小・中学校編）「みんなで子育て３」プログラム２１の『家族で防災会議』
に、ワークシート、資料、進行案が掲載してあります。これらを活用して家庭教育学級を開催するこ
とが可能です。冊子がお手元にない場合は、岐阜県HPよりダウンロードしてお使いください。

家族内防災会議で自然災害に備える！



県の人権施策推進課では、日々の生活の中で、ほんの少し
相手のことを思ってかけた「言葉」や「行動」に周りの空気
が温かくなったという経験や、つらかったとき、苦しかった
ときにかけられた「言葉」や「行動」が励ましになった経験
など、心温まる出来事を「ちょっといい話」として毎年募集
しています。応募のあった作品の中から８０作品を「冊子
（右）」にまとめ、県民の皆様にお知らせすることで、県民
の人権意識の高揚につなげたいと考えています。
バックナンバーが岐阜県のＨＰに掲載されていますので、

親子の会話のきっかけとしても、是非ご活用ください。

自分はもとより、周りにいる人も大切にする言動ができる子に！

「人権」は、歴史的にはヨーロッパで生まれた
考え方です。「人は、一人ひとりがかけがえの
ない尊いものである」という考えで、どんなと
きも「踏みにじられたり、無視されたりしては
いけない」という考えになります。
1948年12月10日に「世界人権宣言」が採択さ

れ、これに合わせ、12月4日～10日は「人権週
間」となっています。

岐阜県の全小・中・高等学校では、人権意識
を高める「ひびきあい活動」に取り組んでおり、
各学校では、12月上旬ごろの任意の日に「ひび
きあいの日」を設け、人権に関わる集会を行っ
たり、学級で取り組んでいる活動について全校
に発表したりしています。
また、小学校などでは日常的に友だちの「い

いとこ見つけ」に取り組み、他者を認める心を
育んでいます。

☆ 人権啓発出前講座
（家庭教育学級の講師として派遣が可能です！）
費用：無料 講師：人権啓発指導員
申込み先：岐阜県人権啓発センター（県庁２F）
電話番号：（０５８）２７２－８２５２

ちょっといい話QR

左のリーフレットは、県内の小学6年生と中学2年

生の保護者に配付されている人権啓発リーフレット
で、人権施策推進課が発行しています。
子どもの人権意識を高めるためには、子どもに接

する大人の人権意識も高くなくてはなりません。人
権意識を高めるためには、まずは、正しい知識を得
ることが必要になります。

今年4月には「こども基本法」が施行されます。
日本は、1994年に国連の「児童の権利に関する

条約（子どもの権利条約）」に批准しましたが、今
まで子どもの権利を守る法律がありませんでした。
子どもの権利条約の１条～40条の条文の内容は、

「生きる」「育つ」「守られる」「参加する」の４
つの権利にグループ分けすることができますが、こ
ども基本法も、この４つの権利（原則）に従って作
られています。そしてその内容は、「家庭教育」を
行う上で守るべき大切なものになっています。
簡単にまとめてみると、「子どもを育てる責任は

その父母にあり、子どもが心身ともに健やかに成長
できるように努めなければならない」「子どもに関
係あることを行うときには、子どもにとって最もよ
いことは何かを第一に考えなければならない」「子
どもは、自分に関係のあることについて、自由に自
分の意見を表すことができ、その意見を子どもの発
達に応じて、十分に考慮しなければならない」とい
うことになります。
家庭教育学級の「テーマ」の１つとして、「子ど

もの人権」をはじめ、身の回りにある人権問題につ
いて学ばれる機会を設けられることをおすすめしま
す。



今年度から高校では「お金の授業」がスタートしています。「家庭科」において「金融教育」が行
われ、「預貯金」「投資信託」などの金融商品の特徴を知り、それらを活かした資産形成をついても
学ぶことになりました。今までも「節約」や「クーリングオフ制度」など消費者目線の教育はされて
きましたが、一歩踏み込んだ形の学習内容となります。
金融広報中央委員会が発表した「金融リテラシー調査」によると「金融・投資・経済の基礎」と

いった基本的な問題で、日本人の正答率は欧米に比べ、10％ほど低いという結果が出ています。
日本社会では、「お金」について詳しく学ぶ機会がありませんでした。日常生活の中でも、欧米の

人たちに比べお金の話を積極的にすることはありません。家庭においても、特に子どもの前ではお金
の話はしないようにされているところが多いと言われています。
社会に出て、自分で生活するようになると、支出が収入を超えないようにするとか、欲しいものが

できたら、節約してお金を貯めてそれから買うという当たり前のことをしなければなりませんが、こ
のような習慣を小さなころから身に付けさせ、上手にお金を使うことができる大人に育てていくこと
は、家庭での生活を通しても十分に学べることです。
ただ時代の変化で、現金を扱わず口座振込になったり、カードや電子マネーという目に見えないお

金や決済方法を使ったりすることが主流になりつつあります。現金を扱うことが減っている生活の中
で、お金の知識を高め理解させることは、これまで以上に難しくなっているとも言えます。親がカー
ドや電子マネーを普段使いしていればなおのことです。子どもによるゲームの課金問題などは、現金
を介さずクレジット等で決済できてしまうからこそ起こる問題だともいえます。
学校でできるお金に関わる教育にも限りがあります。家庭でこそお金についての話もしながら、人

としての生き方や価値観について、親子で話し合えるように努めたいものです。

家庭教育プログラム(小・中学校編）「みんなで子育て
３」プログラム９の『金銭教育』に、ワークシート、資料、
進行案が掲載してあります。

2022年の金融リテラシー調査によりと、岐阜県の「家庭で金融教育
を受けたことのある人の割合」は13.2％で、47都道府県中最下位。
「学校等で・・・」も４４位となっています。これらの調査結果をみる
と、まずは親世代が「お金について学ぶ」必要がありそうです。
県民生活課では、「暮らしの安全ガイドブック」を作成し、子どもた

ちに配付しています。買う・払うなどお金に関わる内容が、分かりやす
く示されていますので、このガイドブックも目を通してみてください。
また県民生活課では、お金に関わる講師（金融広報アドバイザー）を

無料で派遣する事業も行っています。是非、来年度の家庭教育学級の
テーマの１つに取り上げ、講師派遣についてもご検討ください。講座実
施日の1カ月前までの申し込みになっています。
〇 申込み・お問い合わせ先 県民生活課内岐阜県金融広報委員会

電話 ０５８－２１３－９２５７

高校では「お金」に関わる新しい教育が始まりました！

金融庁のHPには、小学生に人気の
キャラクターとコラボしたお金について
学ぶことができる資料が掲載されていま
す。また、新成人向けの
動画クイズなど、大人も
確認したい内容が分かり
やすく示してありますの
で、金融知識の把握のた
めにご活用ください！



来年度の「家庭教育学級」担当者の方への引継ぎをお願いします！

〇引き継ぐ資料
□ 県発行 家庭教育学級運営マニュアル（令和改訂版）
□ 県発行 家庭教育プログラム（乳幼児期編）みんなで子育てⅡ 幼稚園・保育所等
□ 県発行 家庭教育プログラム（小・中学校編）みんなで子育て３ 小学校・中学校等
□ 地区発行 令和４年度発行家庭教育学級応援通信 みなんで子育てNo1～No12
□ 各学級 今年度行った家庭教育学級に関わる資料（案内・実践カード・たより等）
□ 各市町教育委員会からの配布資料（計画書・報告書・会計関係書類等）
□ その他、各学級が代々引き継いでいる資料
□ 次年度以降への提案資料（仮予約してあるもの、保護者ｱﾝｹｰﾄの結果等）
□ その他

少し早いですが、学級長ならびに委員の皆様、1年間お疲れさまでした。今年度も新型コロナウイルス感染症のため、
準備を進めていたものを急遽取り止めにしたり、人数を制限したりと大変に苦労されたことだと思います。そのような中
でも工夫した取り組みをたくさん実施していただき、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。この後、まだ閉級
式等を計画してみえる学級もあるかとは存じますが、多くの学級では役員交代が行われると思います。今年度の経験
から、このようなことを行うとよいというアドバイスを残していただけると、次年度の役員様も喜ばれるのではないでしょう
か。今年度のまとめ並びに次年度への引継ぎについて、よろしくお願いいたします。

令和４年度 岐阜地区 家庭教育学級応援通信の掲載内容一覧

〇子育て、家族
・羽島市立西部幼稚園 No.2
・瑞穂市立本田小学校 No.4
・教育力向上研究大会 No.7
・笠松町健康センター（子育て応援教室） No.8
・企業内家庭教育研修（巴産業） No.10
・企業内家庭教育研修（ジブラルタ生保） No.10
・企業内家庭教育研修（バイパス給食センター） No.11 家族

〇絵本の読み聞かせ、家読
・本巣市糸貫西幼児園 No.4 読み聞かせ
・瑞穂市立牛牧小学校 No.9 家読

〇性教育（いのちの授業）
・岐阜市立長森西小学校 No.5

〇防災＆減災
・本巣市乳幼児家庭教育学級 No.7
・企業内家庭教育研修（浅野税理士事務所） No.10
・山県市立高富中学校 No.12

〇災害時対応・アウトドアライフ
・各務原市立鵜沼第一小学校 No.6 アルミ缶炊飯
・岐南町立岐南中学校 No.11 乾物・缶詰めを使った簡単料理

〇情報モラル・ネット問題等
・岐阜市立東長良中学校 No.8 情報モラル
・家庭教育担当者会 No.11 ネット利用が子ども及ぼす影響

〇食育
・山県市立富岡保育園 No.4

〇木育
・ぎふ木育教室、他 No.8
・北方みなみ子ども館 No.10

〇運動遊び
・ビタミン講座（乳幼児支援講座） No.11

〇ソフトエアロビィクス＋子育て交流
・羽島市立堀津小学校 No.11

〇清掃（生き方）
・笠松町立笠松中学校 No.11

〇整理収納
・各務原市ひよし幼稚園 No.5 子どもの作品をどのように飾る・保管する

〇コミュニケーションづくり
・企業内家庭教育研修（ヨツハシ） No.10

〇おもちゃ作り
・岐阜市立合渡小学校 No.6 モーターで動く手作りおもちゃ

〇「話そう！語ろう！わが家の約束」運動
・本巣市立真桑小学校 No.2 家庭学習
・各務原市立桜丘中学校 No.2
・岐阜市立藍川中学校 No.9
・本巣市立本巣小学校 No.9

県では「県職員出前トーク」
を実施しています！
講師としてご活用ください！

来年度の参考にしてください！

令和３年度家庭学級の取組紹介ぺージ
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/243150.html

（岐阜地区以外の実践を含む）

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/243150.html

